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陸
亀
蒙

の
隠
居

に
つ
い
て

胡

山

林

詩

人
陸
亀
蒙

(?
ー
八
八
二
)
は

一
生
涯
官
職
に
就
く
こ
と
の
な
か

つ
た
晩
唐
時
代
の
代
表
的
な
隠
逸
文
人
で
あ
る
。
彼

の
事
跡
に

つ
い
て
は
、

『
新
唐
書
』
巻

一
九
六
の
隠
逸
伝
に
記
録
が
あ
る
。
他

の
外
伝
は
記
録
が
簡
単
に
す
ぎ
、
内
容
に
も
目
新
し
さ
が
無
い
上

に
若

干
の
誤
り
さ
え
み
ら
れ
る
た
め
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
資
料
的
背
景
に
よ
り
彼
の
伝
記
は
詳
細

に
は
分
か
ら
な
い

の
が
現
状
で
葛

・
現
在
す
で
に
成
さ
れ
て
い
る
考
証
の
う
ち
・

蕃

詳
し
い
も
の
は

『唐
才
子
伝
校
箋
』

で
あ
る
が
、
そ
れ
も
完
全

と
は
言
え
な
い
の
で
、

こ
う
い
っ
た
研
究
の
状
況
か
ら
考
え
る
に
、
陸
亀
蒙
の
事
蹟
、
特
に
彼
の
隠
居
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

今
後

さ
ら
に
深
く
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
小
論
は
現
存
す
る
資
料
に
基
づ

い
て
、
彼
の
隠
遁
に
関
す

る
考
証
を
よ
り

一

歩
進

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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陸
亀
蒙

の
生
年
に
つ
い
て
、
本
伝
及
び
他
の
書
籍
に
は
そ
の
記
事
を
載
せ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
従
来
ず

っ
と
問
題

に
さ
れ
て
き
た
が
、

い
ま
だ
に
解
答
が
得
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
彼
の
文
学
作
品
の
中
か
ら
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
な
文
章
を
見

つ
け
て
み
た
い
。
陸

亀
蒙

は

『
送
豆
盧
処
士
謁
丞
相
序
』

の
な
か
で

「
昔

丞
相
未
だ
甲
科
に
升
ら
ざ
る
の
時
、
年
才
か
に
弱
冠
を
出
づ
。
亀
蒙
幸
に
其
の

中
に
参
遊
す
る
を
得
て
、
以
て
こ
れ
に
兄
事
し
、
許
し
て
與
に
膠
固
た
り
、
詠
歌
に
形
は
す
。
」
と
言

っ
て
い
る
。

こ
の

「
丞
相
」
と

は
豆
盧
暖
を
指
す
の
だ
が
、

『
新
唐
書

・
僖
宗
本
紀
』

に
よ
る
と
、
豆
盧
暖
は
乾
符
五
年

(
八
七
八
)
五
月
に
戸
部
侍
郎
か
ら
兵
部
侍

陸
亀
蒙
の
隠
居
に
つ
い
て

(胡
)
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郎

へ
と
な
り
同
時
に
中
書
門
下
平
章
事
を
兼
職
し
、
広
明
元
年

(
八
八
〇
)
十

二
月
に
は
黄
巣
軍
の
乱
中
に
命
を
落
と
し
た
と
い
う
。

豆
盧

処
士
が
長
安

へ
豆
盧
暖
丞
相
に
拝
謁
す
る
た
め
に
出
か
け
た
時
期
は
、
乾
符
五
年
五
月
か
ら
広
明
元
年
十
二
月

に
か
け
て
の
間
で

あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
の
二
年
半
の
う
ち
、
乾
符
六
年

(
八
七
九
)
に
は
黄
巣
軍
は
も
う
江
南
地
方

の
大
部
分
を
攻
め
落
と
し

て
お
り
、
広
明
元
年
に
は
長
安
を
攻
略
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
豆
盧
処
士
が
混
乱
の
さ
な
か
に
あ

っ
た
長
安
に
行
く
の
は
困
難
で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、

豆
盧
処
士
は
乾
符
六
年
ま
で
に
長
安
に
赴
い
た
可
能
性
が
最
も
高

い
。
ま
た
、
こ
の

『
序
』

に

「
亀
蒙
は
江
湖
辺
の
翌
、
病
み
て
起

つ
こ
と
能
は
ず
、

一
来
も

て
耕
し
、

一
船
も

て
漁
す
、
文
三
十
編
有
り
。」
と
述

べ
る
よ
う
に
、

乾
符

六
年
以
降
陸
亀
蒙
は
病
気
を
患

い
な
が
ら
も
、
同
年
に
自
分

の
書
い
た
文
章
を

『
笠
澤
叢
書
』
と
し
て
編
纂
し

て
い
る
。

こ
の
こ

と
か
ら

『
序
』
が
乾
符
六
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
豆
盧
処
士
が
同
年
に
長
安
に
行

っ
た
事
実
も
判
明
す
る
。

そ
の
他
、

『
旧
唐

書
』

の
本
伝
に
よ
る
と
、
豆
盧
暖
は
大
中
十
三
年

(
八
五
九
)
に
進
士
に
及
第
し
た
の
で
あ
る
が
、
亀
蒙
は

「
弱
冠
」
、

つ
ま
り
二
十

歳
に
達
し
な
い
頃
に
、
兄
を
通
じ
て
彼
に
仕
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陸
亀
蒙
が
禄
を
求
め
て
科
挙

に
応
じ
た
最
初

の
年
齢
は
、
多
く
て

も
せ

い
ぜ
い
二
十
歳
前
後
ま
で
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
豆
盧
暖
が
同
年
に
進
士
に
な

っ
た
可
能
性
も
あ
り
う
る

の
で
、
陸
亀
蒙
の

生
年
は
唐
文
宗
開
成
三
年

(
八
三
九
)
だ
と
判
断
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
陸
亀
蒙
は
開
成
の
は
じ
め
か
ら

大
中

の
は
じ
め
に
か
け
て
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
陸
亀
蒙
の
卒
年
に
つ
い
て
は
、

『
新
唐
書
』
本
伝
に
み
え
る

「
中
和
の
初
に
疾
を
遭
し
卒
す
」
と
い
う
の
が
定
説
と
さ
れ
て

い
る
。
中
和
と
い
う
の
は
皇
帝
李
環

の
年
号
で
あ
り
、
西
歴
八
八

一
年
か
ら
八
八
五
年
の
間
で
あ
る
か
ら
、

「中
和
初
」
と
は
八
八
二

年
ま

で
だ
と
考
え
て
良

い
で
あ
ろ
う
。

『
唐
才
子
伝
校
箋
』

の
作
者
は

『
新
唐
書
』

の
観
点
に
賛
成
し
た
う
え
で
、
陸
亀
蒙
の

『
自
憐

賦
並
序
』

の
中
の

「
余
、
病
を
抱
く
こ
と
三
年
、
衡
泌
の
下
に
於

て
す
」
「
行
く
と
き
は
則
ち
人
を
左
に
し
、
杖
を
右
に
す
、
臥
す
時

は
則
ち
夕
に
擁
し
て
農
に
核
く
」
「
空
山
に
老
死
し
て
や
む
」
な
ど
の
語
を
根
拠
に
、
こ
の
文
章
が
中
和
二
年
に
書

か
れ
た
と
断
言
す

る
。

し
か
し
、

『
自
憐
賦
』
を
深
く
読
め
ば
、

「病
を
抱
く
こ
と
三
年
」
と
い
う
句
中
の

「
病
」
が
乾
符
六
年
に
患

っ
て
い
た
病
気
を

指
す
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が

っ
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
陸
亀
蒙
は
中
和
二
年
に
死
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
確
信
さ
れ
る
が
、

も

っ
と
明
確
な
資
料
を
挙
げ

て
こ
の
文
章
が
中
和
二
年
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
証
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
自
遣
詩
序
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
、

「自
遣
詩
は
、
震
澤
別
業
に
て
作
る
所
な
り
、
故
疾
未
だ
平
ら
か
な
ら
ず
、
厭
厭
た
り
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田
舎

の
中
、
農
夫
日
に
来
紹
を
以
て
相
脂
す
る
を
事
と
し
、
毎
に
夜
分
に
至
る
ま
で
睡
ら
ざ
れ
ば
則
ち
百
端
興
懐
し
人
思
を
撹
し
、
益
々

紛
乱
し
て
緒
な
し
」
と
。
文
中
に
あ
る

「
故
疾
」
は
亀
蒙
が
乾
符
六
年
以
来
ず

つ
と
患

っ
て
い
た
病
気
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

病
気
が
よ
く
な
ら
な
い
う
ち
に
亀
蒙
は
震
澤
に
移
り
住
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

『自
遣
詩
』

の
内
容
は
、
こ
の
詩
が
何
時
書
か
れ
た
か
を

示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
十
九
首
に
は

「
貞
白
、
丹
を
求
め
て
姓
名
を
変
え
、
主
恩
潜
助
す
る
も
ま
た
成
る
こ
と
な
し
、
侯
家
立見

に
梁

の
天
子
を
換
え
、
王
整
徒
労
に
外
兵
を
作
す
。」
と
言
う
。

こ
れ
は
南
北
朝
時
代
梁

の
国
が
侯
景
の
乱
の
た
め

に
亡
び
た
典
故
に

基
き
、

「梁

の
天
子
を
換
え
」
と
い
う

の
は
黄
巣
軍
が
長
安
を
占
領
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
、
広
明
元
年

(
八
八
○
)
に
こ
の

詩
を
書
い
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。
こ
の
詩

の
中
で
は
、
陸
亀
蒙
自
身

の
病
気
が
重

い
と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、

そ
の
後
す
ぐ
に
病

卒
し
た
可
能
性
は
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
に
、
陸
亀
蒙
は
中
和

二
年
の
際
、
再
び
病

に
陥

っ
て
か
ら
、

今
度
は
治
る
こ
と
な
く
逝
去
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
と
こ
ろ
で
こ
の
連
作
詩
第

一
首
の
冒
頭
に

「
五
年
重
別
旧
山

村

(
五
年
重
ね
て
旧
の
山
村
に
別
る
)
」
と
い
う
句
が
あ
り
、

こ
こ
か
ら
詩
人
が
震
澤
に
住
ん
で
か
ら
五
年
後
に

一
度
そ
こ
を
離
れ
た

と
解
釈

で
き
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で

一
つ
時
間
的
な
矛
盾
が
生
じ
る
。
ま
ず
、

『
自
遣
詩
』
は
先
ほ
ど
の
考
証

に
よ
れ
ば
広
明
元
年

に
書

か
れ
た
も
の
な
の
で
、

「
五
年
重
別
旧
山
村
」

の
内
容
は
そ
の

一
年
前
即
ち
乾
符
六
年
に
陸
亀
蒙
が
笠
澤
に
住

ん
で
い
た
事
実
と

符
合
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
も
亀
蒙
が
広
明
元
年
に
震
澤
を
離
れ
、
そ
の
後
も
う

一
度
震
澤
に
戻

つ
て
来
た
と
す
る
な
ら
ば
、

卒
年

と
し
て

一
番
早
く
考
え
ら
れ
る
の
は
、
中
和
末
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は

『新
唐
書
』
の
説
明
と
合
わ
な
い
上
に
、
諸

事
情

を
考
慮
し
た
上
で
も
正
確
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
皮
日
休
は
広
明
元
年
に
黄
巣
軍
に
殺
さ
れ
た

の
だ
が
、
も
し
陸

亀
蒙

が
中
和
年
間
に
ま
だ
生
き
て
い
た
と
す
れ
ば
、
必
ず
や
皮
日
休
の
死
を
知
り
、
詩
文
を
作
り
哀
悼
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
存

の
詩
文
の
な
か
に
は
、
皮
日
休

の
死
に
言
及
し
た
も
の
は
全
く
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
、

『
全
唐
詩
』
が

「別
」
字
に
「
一

作
到
」
と
注
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。

つ
ま
り
、

「
五
年
重
別
旧
山
村
」
は

「
五
年
重
到

旧
山
村
」
と
な
り
、

震
澤

を
離
れ
て
五
年
後
に
ま
た
震
澤
に
帰

っ
て
来
た
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
説
に
従
え
ば
矛
盾
は

一
切
生

じ
な
い
。
そ
こ
か

ら
考

え
を
推
し
進
め
て
、
も
し
陸
亀
蒙
が
中
和

二
年

(
八
八
二
)
に
亡
く
な

つ
た
と
す
る
と
、
大
体
四
十
三
歳
ご
ろ
病
死
し
た
と

い
う

こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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『
唐
才
子
伝
』
巻
八
は

「
亀
蒙
、
字
は
魯
望
、
姑
蘇

の
人
な
り
」
と
言
い
、

『唐
掠
言
』
巻
十
は

「
陸
亀
蒙
字
は
魯
望
、
三
呉
の
人

な
り
」
と
言
う
。
ま
た

『
北
夢
項
言
』
巻
十
に
は

「
唐
呉
郡
の
陸
亀
蒙
」
と
作
る
。

『
全
唐
詩
』

の
作
者
小
伝
に
も
彼
が

「蘇
州
人
」

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
姑
蘇
、

三
呉
、
呉
郡
と
そ
の
呼
称

こ
そ
違
う
も

の
の
指
す
場
所
は
皆
お
な
じ
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
点
に

関
し

て
は
問
題
が
な
い
。

『
唐
詩
記
事
』
巻
六
十
四
に

「亀
蒙
、
三
呉
人
で
あ
り
、
…
…
姑
蘇
に
居
る
」
と
あ
る
の
で
、
陸
亀
蒙
は
出
身

や
戸
籍
ま
た
そ
の
居

所
も
す
べ
て
蘇
州
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
陸
亀
蒙

の
家
は
蘇
州

の
何
処
に
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
陸
亀
蒙
の
出
身
は
蘇

州
の
中
で
も
蘇
州
府
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
彼
は

二
力
処
に
家
を
置

い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の

一
つ
は
長
洲
の
甫
里
に
あ
り
、
も
う

一
つ
は

蘇
州
城
内
の
臨
頓
に
あ

つ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
唐
代
に
、
蘇
州
府
が
置
か
れ
、
呉
郡
、
長
洲
、
嘉
興
、
海
塩
、
常
熟
、
昆
山
、
華
亭
の

七
県
を
管
轄
し
、
そ
の
府

の
所
在
地
が
蘇
洲
城

で
あ

っ
た
。
唐
代
に
は
ま
た
長
洲
県
が
置
か
れ
、
先
秦
時
代

の
呉
国

の
長
洲
苑

に
ち
な

ん
で
長
洲
と
よ
ば
れ
た
。

『
元
和
郡
県
図
志
』
に
は

「も
と
、
萬
歳
通
天
元
年
、
析
ち
て
呉
県
を
置
き
、
長
洲
苑
を
取
り
て
名
と
為
す
。

苑
は
県
の
西
南
七
十
里
に
在
り
」
と
言
う
。

『
呉
郡
志
』
巻
十
三
の

『
祀
廟
下
』

の

「甫
里
廟
」
に
は

「甫
里
は
長
洲
県
の
東
南
五
十

里
に
在
り
、
郷
人
陸
亀
蒙
を
此
に
祀
り
、
今
に
至
る
ま
で
廃
さ
ず
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
甫
里
は
先
秦
時
代

の
呉
の
宮
殿
が
あ

っ
た
こ

と
で
有
名

で
あ
る
が
、
陸
亀
蒙
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

「甫
里
の
郷
を
呉
宮
と
日
ふ
、
長
洲
苑

の
東
南
五
十
里
に
在
り
、
夫
差
の
幸
す

る
所

の
別
館
に
非
ざ
ら
ん
や
?

図
籍
を
披
く
も
、
其
の
説
を
見
ず
、
老
に
詞
る
も
其
の
地
を
得
ず
。
其
の
名
は
存
す
る
も
、
其
の
跡

は
滅
す
。
恨
然
と
し
て
懐
古
の
思
ひ
興
り
て
、

『
問
呉
宮
辞
』
を
作
る
」
(
『
問
呉
宮
辞
序
』
)
と
述
べ
て
お
り
、

『
呉
郡
志
』
巻

八
に

「
呉
宮
の
郷
、
呉
江
県

の
甫
里
の
地
に
在
り
て
、
今
の
長
洲
県
の
東
南
五
十
里
に
在
り
。
呉
王
の
別
宮
と
相
伝
ふ
。
然
れ
ど
も
挙
げ
て

旧
跡
な
し
。
陸
亀
蒙
嘗

て

『
問
呉
宮
辞
』
を
作
る
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
陸
亀
蒙
の
家
は
呉
宮

の
古
跡
か
ら
あ
ま

り
遠

く
な
い
所

に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
も
甫
里
鎮
と
い
う
場
所
が
あ
り
、
陸
亀
蒙

の
墓
は
そ
こ
に
残

っ
て
い
る
。
陸
亀
蒙

『
甫
里
先
生
伝
』

の
自
注
は

「甫
里
、
松
江
の
上
の
村
嘘
の
名
」
と
言
う
。
甫
里
は
松
江
の
岸
辺
に
位
置
し
て
い
る
。
松
江
は
昔
笠
澤

と
言

い
、

『
郡
斎
讃
書
志
』
は
笠
澤
を
松
江
の
地
名
で
あ
る
と
す
る
。

『
左
伝
』
に

「
越
は
呉
を
伐

つ
に
、
笠
澤
に
軍
す
」
と
い
う
記
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録
も

あ
る
。

つ
ま
り
笠
澤
は
松
江
を
指
し
て
お
り
、
陸
亀
蒙
が

『
笠
澤
叢
書
序
』
に
お

い
て
述
べ
た

「笠
澤
」
は
具
体
的
に
は
松
江
の

甫
里
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
松
江
は
ま
た
松
陵
と
も
呼
ば
れ
た
。
陸
亀
蒙
と
皮
日
休
が
唱
和
し
て
編
ん
だ
作
品
集
の
名
を

『
松
陵
集
』

(陸
亀
蒙
、
皮
日
休

の
詩
三
四
二
首
と
崔
瑛
の
詩
三
十

一
首
を
収
め
る
)
と
言
う
が
、

こ
れ
は
川
の
名
前
に
因
ん
で

つ
け
ら
れ
た
書
名

な
の

で
あ
る
。

陸
亀
蒙
の
家
が
蘇
州
に
二
力
処
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
姑
蘇
志
』
に
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

『
姑
蘇
志
』

に
言
う
、

「
陸

魯
望

の
宅
は
臨
頓
橋
に
在
り
。
皮
日
休
云
は
く
、

『
郭
郭
を
出
で
ず
と
も
、
暖
き
こ
と
郊
駆
の
ご
と
し
』
と
。
魯
望

の

『
幽
居
賦
』
に

云
は
く

『
陸
子
は
全
呉
の
東
に
居
る
、
長
洲
の
故
苑
よ
り
距
つ
こ
と

」
里
』
と
。
又
云
は
く

『
地
は
虎
丘
に
接
し

て
、
門
は
鶴
市
に
臨

む
』

と
。
又
別
壁

の
甫
里
に
在
る
有
り
、
魯
望
は
此
に
躬
耕
す
。
地
は
数
畝
有
り
、
屋
は
三
十
盈
有
り
、
田
奇
は
四
百
畝
有
り
。
其
の

居
、

後
に
白
蓮
花
寺
為
り
、
祠
堂
を
立
て
像
を
塑
る
。
」
と
。
臨
頓
と
は
里
の
名
前
で
、
恐
ら
く
は
蘇
州
城
内
に
あ

っ
た
。

『
呉
郡
志
』

巻
九

の

『
古
蹟
』

に
は
次

の
よ
う
に
言
う
、

「
臨
頓
、
旧
く
は
呉
中
の
聖
地
た
り
。
陸
亀
蒙
こ
れ
に
居
り
、
郭
郭
を
出
で
ず
と
も
、
膿

き

こ
と
郊
壁
の
ご
と
し
。
今
城

の
東
北
に
臨
頓
橋
有
り
」
と
。
ま
た
巻
十
七
に
も
言
う
、

「
臨
頓
橋

長
洲
県
の
北

に
在
り
。
臨
頓
、

呉
の
時
の
館
名
、

こ
れ
を
臨
頓
の
宅
に
取
る
は
、
是
あ
り
。
…
…
唐

の
陸
魯
望
常
に
其
の
労
に
居
る
」
と
。
臨
頓
と

い
う
の
は
陸
亀
蒙

と
彼

の

一
族
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
、
松
江
甫
里
は
陸
亀
蒙
が
隠
居
し
て
耕
作
し
た
場
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

『
南
部
新
書
』
及
び

『唐
詩
紀
事
』
に
は
震
澤
に
陸
亀
蒙

の
別
荘
が
あ

つ
た

こ
と
を
記
す
。

『
南
部
新
書
』
丁
に
言
う
、

「
陸
亀
蒙

震
澤

の
南
に
居
る
」
と
。
ま
た

『
唐
詩
紀
事
』
巻
六
十
四
の
六
も

「亀
蒙
震
澤
の
南

に
居
る
」
と
言
う
。
清
の
道
光

年
間
に
編
ま
れ
た

『
蘇
州
府
志
』
巻
七
は
震
澤
県
に

「鴨
潴
亭
」
が
あ

っ
た
と
言
い
、

「
陸
亀
蒙
鴨
を
此
に
養
ふ
と
伝
ふ
。
故
に
名
つ
く
」
と
あ
る
.
震

澤
と
は
古
代
の
太
湖
の
別
称

で
あ
り
、

『
元
和
郡
県
図
志
』

に

「太
湖
は
県
の
西
南
五
十
里
に
在
り
。

『禺
貢
』

こ
れ
を
震
澤
と
謂
ふ
。

『
周
禮
』
に
こ
れ
を
具
区
と
謂
ふ
。
湖
中
に
山
有
り

て
、
洞
庭
山
と
名
つ
く
」
と
い
う
。
陸
亀
蒙
は
震
澤
に
昔
か
ら
別
荘
を
持

っ
て
い

た
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
太
湖
の
そ
ば
に
位
置
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

『呉
郡
図
経
続
記
』
巻
下
は
陸
亀
蒙
が

「
初
め
、
郡
中
の

臨
頓
里
に
居
る
、
晩
に
益
々
遠
引
深
遁
し
、
震
澤

の
労

に
居
り
、
自
ら
甫
里
先
生
と
号
す
」
と
述
べ
、
ま
た
陸
亀
蒙

の

『
笠
澤
叢
書
序
』

に
も

「乾
符
六
年
の
春
よ
り
、
病
も
て
笠
澤
の
浜
に
臥
す
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で

『
小
鶏
山
樵
人
歌
』

は
乾
符
六
年
九
月

に
甫
里
で
作
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
彼
が
震
澤
の
別
荘

へ
引

っ
越
し
て
か
ら
逝
去
す
る
ま
で
の
時
間
は
わ
ず
か
三
、
四
年
と

陸
亀
蒙

の
隠
居

に

つ
い
て

(
胡

)
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で

あ
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た
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と

に

な

る
。

三

 

『
新
唐
書
』
の
本
伝
及
び
他
の
書
物
は
陸
亀
蒙
が

「挙
進
士
、

一
不
中

(進
士

に
挙
げ
ら
る
る
も
、

一
に
中
ら
ず
)
」
で
あ

っ
た
と

記
し

て
い
る
○
こ
れ
は
科
挙
を

一
回
受
け
て
失
敗
し
て
、
そ
の
後
再
び
進
士
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と

い
う
意
味
で
あ
る

が
、
陸
亀
蒙
と
同
時
代

の
文
人
達
は
科
挙
に

一
回
失
敗
し
た
か
ら
と
い
っ
て
諦
め
た
り
は
し
な
い
の
が
常

で
あ

つ
た
。
晩
唐
時
代
に
は

数
十
年
間
に
数
十
回
も
科
挙
を
受
験
し
た
者
が
山
ほ
ど
い
る
。
陸
亀
蒙
が
何
回
科
挙
に
挑
戦
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
数
回
参
加
し

た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
陸
亀
蒙

の

『
帰
路
』
と
い
う
詩
に
は

「
漸
く
新
曲豆
の
路
に
入
れ
ば
、
衰
紅
小
橋
に
映
ず
、
渾
べ
て
七
年
の

病
の
如
く
、
初
め
て

一
丸
錆
す
を
得
た
り
」
と

い
う
。
新
曲豆
は
長
安

の
東
に
あ
り
、
漢
の
高
祖
劉
邦
が
父
親

の
故
郷

に
対
す
る
思
い
を

慰
め

る
た
め
に
、
郷
里
の
江
蘇
新
豊
県
に
模
倣
し
て
作
ら
れ
た
場
所

で
あ
る
。
地
理
的
に
見
て
陸
亀
蒙
が
長
安
か
ら
蘇
州
に
帰
る
時
に

は
新
豊
を
通
過
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
ま
た

「
衰
紅
」
と
い
う
の
は
暮
春

の
頃
、
花
の
色
が
槌
せ
て
い
く
こ
と
を
指
す
の
で
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
落
第
し
て
詠
ん
だ
詩

で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
し
た
が

っ
て
陸
亀
蒙
が
試
験
に
参
加
し
た
後
、
し
ば
ら
く
の
間
郷
里

に
帰

つ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
詩
か
ら
推
察
さ
れ
よ
う
。
進
士
に
登
第
し
た
人
々
は
普
通
長
安
に
長
く
滞
在
し
て
、
吏
部
の
試
験

の
準
備

を
続

け
、

一
部
の
人
は
有
力
者
と
広
く
交
際
し
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
が
、
陸
亀
蒙
は
試
験
に
落
第
し
た
た
め
に
、

疲
労
困
態
し
、
重

病
に
か
か

っ
た
よ
う
に
な
り
、
家
に
帰

っ
て
養
生
し
た
未
に
や
っ
と
よ
く
な

つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
奉
酬
襲
美
先
輩
呉
中
苦
雨

一
百
韻
』

の
詩
を
読
む
と
、
陸
亀
蒙
は
威
通
十

一
年
に
も
科
挙
の
試
験
を
受
け
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ

の
詩
に
は
言
う
、

「尋

い
で
聞
く
天
子
の
詔
、
赫
怒
し
て
叛
卒
を
誹
せ
よ
と
。
宵
肝
し
て
蒸
黎
を
欄
み
、
護
は
明
ら
か
に
征
伐
を
問
ふ
。

王
師
継
ぎ

て
下
る
と
難
も
、
賊
塁
未
だ
即
ち
抜
か
ず
。
此
の
時
の
准
海
波
、
半
ば
是
れ
生
人
の
血
」
と
。
こ
れ
は
、

僖
宗
の
威
通
九
年

に
起
き
た
徐
州
の
彪
劾
の
武
装
反
乱
を
指
す
。
こ
の
反
乱
は
二
年
間
ほ
ど
続
き
、
南
方

の
地
方
に
広
く
波
及
し
、
朝

廷
の
統
治
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
彪
劾
は
威
通
十
年
に
死
ん
だ
が
、
反
乱
は
威
通
十

一
年
に
な

っ
て
か
ら
朝
廷
に
よ

っ
て
完
全
に
平
定
さ
れ
た
。
威

通
十
年
の
彪
勤

の
反
乱
の
た
め
、
朝
廷
は
各
地
方
の
科
挙
試
験
を
停
止
す
る
よ
う
命
令
し
、
お
な
じ
内
容
の
命
令
を
威
通
十

一
年
に
も
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う

一
回
発
表
し
た
上
に
、
朝
廷

の
禮
部
の
試
験
も
中
止
し
た
と
言
う
。
そ
の
た
め
、
威
通
十

一
年
の
進
士
は
い
な
い
。

『
登
科
記
考
』

巻

二
十
三
の
威
通
十

一
年
に
も

「
四
月
の
戌
子
、
敷
に
曰
は
く
去
年
属
す
る
に
用
軍
の
際
を
以
て
し
、
権
に
貢
挙

一
年
を
停
む
。
今
即

ち
優

父
す
れ
ば
、
却
つ
て
宜
し
く
旧
に
よ
る
べ
し
。
来
年
宜
し
く
別
に
三
十
人
の
及
第
を
許
す
べ
し
、
進
士
十
人
、

明
経
二
十
人
、
已

後
、

援
例
と
す
る
を
得
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
亀
蒙
は
次
の
よ
う
に
言
う

の
で
あ
る
、

「伊
余
は
将
に
貢
技
あ
ら
ん
と
す
る

も
、

未
だ
恥
有
り
て
刷
す
る
べ
か
ら
ず
。
却

つ
て
、
漁
樵
に
津
を
問
ひ
、
重
ね
て
煙
雨
の
雲
に
耕
す
」
と
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
陸
亀
蒙

は
威
通
十

」
年
に
長
安
に
着

い
て
は
じ
め
て
科
挙
試
験
が
中
止
に
な

っ
た
と
知

っ
た
た
め
、
試
験
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
蘇
州

に
戻

つ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
威
通
十

一
年
長
安
に
到
着
し
た
後
に
初
め
て
試
験
が
中
止
に
な

つ
た
こ
と
を
知

つ
た
受
験
者
は
多
い
。

陸
亀
蒙
も
当
時
す
で
に
科
挙

の
試
験
を
受
け
る
資
格
を
持

っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
試
験
の
停
止
に
よ
り
禮
部
を
受
験
す
る
こ
と

が
で
き
な
か

っ
た
不
運
な

一
人
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
分
析
に
よ

っ
て
、
陸
亀
蒙
が
科
挙
受
験
に

一
回
し
か
参
加
し
な
か

っ
た

と
い
う
説
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
ち
な
み
に

『
唐
才
子
傳
校
箋
』
は
こ
の
詩
を
引
い
て
、
他
の
書
に
述

べ
る

「
一
不
中
」

と
い
う
の
は
威
通
十
年
の
科
挙
試
験
中
止
の
際
の
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
ま
た

『
唐
才
子
傳
校
箋
』
は
陸
亀
蒙
が
長

安
に
行
か
な
か

っ
た
と
考
え
る
が
、

こ
れ
は
詩
の
原
意
に
反
す
る
の
で
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

皮

日
休
は
威
通
十
三
年

(
八
七
二
)
に
蘇
州
を
離
れ
、
威
通
十
四
年

(
八
七
三
)
か
ら
乾
符
四
年

(
八
七
七
)
ま

で
の
間
に
太
常
博

士
に
遷
り
、
乾
符
四
年
の
秋
に
は
貢
士
の
試
験
を
担
当
し
た
。
そ
の
時
彼
は
手
紙
で
陸
亀
蒙
に
貢
挙
試
験
を
受
け
る
よ
う
勧
め
て
お
り
、

陸
亀
蒙
は

『
秋
賦
有
期
因
寄
襲
美
時
主
持
貢
士
』
と
い
う
詩
を
作

つ
て
、

「雲
は
無
心
の
似
く
水
は
閑
の
似
し
、
忽
ち
名
の
貢
書
の
間

に
在

る
を
期
す
。
煙
霞
と
鹿
弁

柳
か
懸
著
し
、
隣
里
と
漁
樵
し
暫
く
解
還
す
。
文
章
は
病
み
来
り
て
猶
ほ
筐
に
満

つ
る
が
ご
と
く
、

薬
苗
衰
み
し
後
に
即
ち
山
を
離
れ
た
り
。
広
寒
宮
に
樹
枝
多
少
、
風
高
低
に
送
れ
ば
便
ち
肇
る
」
と
返
事
を
し
た
。

こ
の
詩
が
表
明
す

る
如

く
陸
亀
蒙
に
は
試
験
に
参
加
す
る
意
志
が
あ

っ
た
も
の
の
、
恐
ら
く
病
気

で
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
は
受

け
な
か

っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
後
、
陸
亀
蒙
は

一
回
も
科
挙
の
試
験
を
受
け
な
か

っ
た
の
で
、
威
通
十

一
年
の
試
験
が
最
後
の
科
挙
受
験
と
な

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
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四

陸
亀
蒙
が

一
生
の
中

で
仕
官
を
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
明
確
に
考
証
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

『
唐
才
子
伝
』

に
言
う
、

「
嘗

て
張
博
に
従
ひ
て
遊
び
湖
、
蘇

二
州
を
歴
し
、
将

に
辟
く
に
自
佐
を
以
て
す
。」
と
。
張
博

の

一
生
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
両
唐
書

に

伝
が
無
い
。
彼
は
威
通
十
三
年
に
湖
州
刺
史
に
な

っ
た
。

『
嘉
泰
呉
興
志
』
巻
十
四
に
は

「
張
博
は
威
通
十
三
年
七
月
に
中
大
夫
を
拝

せ
ら
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
陸
亀
蒙
は
威
通
十

一
年
の
科
挙
を
受
験
せ
ず
、
威
通
十
年
か
ら
威
通
十
三
年
ま
で
の
三
年
間
は

主
に
蘇
州
に
居
た
。
彼
は
威
通
十
三
年
以
後
、
湖
州
の
張
博
の
も
と
に
行
き
そ
の
幕
僚
と
な

っ
た
。
張
博
は
三
年
余

り
湖
州
刺
史
を
勤

め
、

乾
符

二
年

(
八
七
五
)
二
月
に
湖
州
か
ら
盧
州
の
刺
史
に
転
じ
た
。

こ
れ
に
関
し
て
、

『
旧
唐
書
』
巻
十
九
の
下

『
僖
宗
紀
』

に

「
湖
州
刺
史
張
博
を
以
て
盧
州
刺
史
と
為
す
」
と

の
記
録
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
盧
州
刺
史
で
あ

っ
た
期
間
は
短
く
、
乾
符
三
年

(
八
七
六
)
に
は
ま
た
蘇
州
刺
史
の
任
に
赴
い
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

『
呉
郡
図
経
続
記
』
巻
下
に

「
唐
乾
符
三
年
、
刺
史
張
博
は

此
の
城
を
修
し
完
る
」
と
述

べ
る
所
か
ら
、
張
博
が
乾
符
三
年
に
は
す
で
に
蘇
州
に
い
た
事
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
張
博
が
盧
州
の

刺
史

の
任
に
赴
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
北
夢
珀
言
』
だ
け
に
記
録
が
あ
り
、

『
呉
郡
志
』
巻
十

一
の

『
牧
守
』

に
述
べ
る

「湖
州

の
刺
史
か
ら
蘇
州
に
転
任
し
た
」
な
ど
の
文
章
は
、
彼
が
盧
州
刺
史
に
な

っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
陸
亀
蒙

は
張
博
に
従

っ
て

湖
州
と
蘇
州
に
行

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
盧
州
で
も
張
博
の
幕
下
に
入

つ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
陸
亀
蒙
は
張
博
に
従

っ
て
乾
符

二
年

湖
州

に
行
き
、
乾
符
三
年
に
は
も
う
蘇
州
に
戻

つ
て
い
る
。

『
呉
郡
志
』
巻
十

」
の

「辟
く
に
自
佐
を
以
て
す
」
と

い
う
記
述
か
ら
、

張
博

の
幕
下
に
入

つ
た
可
能
性
は
や
は
り
高
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

張
博
の
幕
僚
と
な
る
前
に
、
陸
亀
蒙
が
幾
度
か
官
職
を
求
め
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

『新
唐
書
』
の
本

伝
に
は

「嘗

て
饒

州
に
至
り
、
三
日
詣
る
所
な
し
、
刺
史
票
京
官
属
を
率

い
て
就
き
て
見
る
。
亀
蒙
楽
し
ま
ず
、
衣
を
払
ひ
て
下
る
」

と
言
う
。

『
校
箋
』

は
こ
の
内
容
に
つ
い
て
威
通
元
年

(
八
六
零
)
頃
の
こ
と
だ
と
考
証
し
た
。
他
の
各
書
も
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
す
が
、
そ
れ
ら
の
記

録
の
間
に
は
、
仕
官
を
求
め
る
時
期
と
刺
史
の
名
前
と
、
陸
亀
蒙
の
態
度
に
関
し
て
少
し
出
入
り
が
み
ら
れ
る
。

関
係
あ
る
史
書
や
そ
の
他
の
野
史
、
随
筆
な
ど
の
ほ
か
、
陸
亀
蒙
の
作
品
中
に
も
地
域
の
官
吏
と
の
交
際
の
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
。

彼
の

『
引
泉
詩
』

の

「上

位
を
嗣
ぎ
て
六
載
、
吾
宗
は
桐
川
に
刺
た
り
。
余
来
た
り
て
施
旗
を
拝
す
、
詔
下
り
て
の
明
く
る
年
。
時
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事
は
春
三
月
、
郭
を
続
る
花
蝉
聯
た
り
」
と
い
う
語
や
、

『
丁
隠
君
歌
序
』

の

「余
嘗
て
南
の
か
た
桐
江
に
浮
か
ぶ
…
…
威
通
丙
午
の

年
に
当
る
、
今
に
逮
ぶ
ま
で
十
四
年
」
と
い
う
語
は
み
な
こ
の
幕
僚
の
時

の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
威
通
年
間
に
丙
午
の
年

は
存
在
し
な
か

っ
た
う
え
に
、
陸
亀
蒙
の

一
生
の
中
に
は

一
度
も
丙
午

の
年
が
め
ぐ

っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
詩
中
の

「威

通
丙
午
」
は
実
は
威
通
七
年
の
丙
戌
を
指
す
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

『厳
州
図
経
』
巻

一
の

『
賢
牧
』
に

「
陸
塘
、
威
通
五

年
十

二
月
五
日
、
塩
鉄
江
准
知
後
金
部
郎
中
を
拝
せ
ら
る
」
と
あ
る
通
り
、
威
通
五
年

(
八
六
四
)
に
陸
塘
は
睦
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ

た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
翌
年
に
、
陸
亀
蒙
は
睦
州

へ
行

っ
て
そ
の
幕
僚
と
な

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

陸
亀
蒙
が

『引
泉

詩
』

に
述
べ
た

「
授
く
る
に
道
士
の
館
を
以
て
し
、
楊
を
東
偏
に
置
く
。
満
院
碧
樹
に
声
し
、
空
堂
老
仙
を
形
ど
る
。
本
性
は
寧
淡
を

楽
し
み
、
及
び
来
り
て
更
に
玄
虚
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
仕
官
し
よ
う
と
す
る
強

い
意
志
が
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
、
あ
る
い
は

そ
の
時
に
は
幕
下
に
入
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

崔
瑛
は
威
通
十
年

(
八
六
九
)
に
蘇
州
刺
史
に
な

っ
た
。
皮
日
休
は
そ
の
年
に
蘇
州
に
赴
い
て
、
崔
僕
の
幕
府
に
入
り
、
崔
瑛
に
陸

亀
蒙

を
推
薦
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
皮
日
休

の
詠
ん
だ

『
呉
中
苦
雨
因
書

一
百
韻
寄
魯
望
』
と
い
う
詩
の
中
の

「
我
公
は
大
司
諌
、

一
切
民
の
欲
に
従
ふ
。
…
…
我
は
先
生
を
薦
め
ん
と
欲
し
、
左
右
司
牧
を
輔
く
。
薮
雨
何
ぞ
足
れ
り
と
云
う
、
唯
だ
顔
蹴
を
挙
げ
ん
と

思
ふ
」
と
い
う
文
句
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
陸
亀
蒙
の
詩
集

の
な
か
に
は
崔
瑛
と
唱
和
し
た
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
睦
州
行

き
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
陸
亀
蒙
が
官
吏
に
な

つ
た
と
い
う
記
述
は
そ
の
中
に
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
で
、
幕
下

に
入

っ
た
か
ど
う

か
を
判
断
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

『
呉
郡
志
』
巻
十

一
に
は

「
崔
瑛
威
通
中
司
諌
を
以
て
郡
と
為
す
。
文
采
風
流
有
り
、
郡
中
に

秀
才
相
従
ふ
。
詩
詞
有
り
、
即
ち
僚
属
及
び
名
士
に
命
じ
て
庚
和
せ
し
む
、
其

の
郡
を
去
る
時

に
、
皮
、
陸
皆
篇

に
和
す
る
有
り
」
と

あ
り
、
ま
た
同
書
巻
五
十
の

『
雑
志
』

に
も

「威
通
中
、
崔
瑛
呉
郡
に
守
た
り
、
時
に
皮
日
休
部
の
為
に
従
事
し
、
処
士
陸
亀
蒙
と
文

会
の
友
た
り
。
風
雨
晦
明
、
蓬
苦
同騎
會
、
未
だ
嘗

て
詩
を
作
ら
ず
。
瑛
間
に
詩
を
為
し
、
ま
た
両
人
を
し
て
属
和
せ
し
む
」
と
述
べ
ら

れ
て

い
る
。

つ
ま
り
二
つ
の
書
は
陸
亀
蒙
が
幕
府
に
入

つ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

前

に
も
述
べ
た
よ
う
に
史
書

の
記
述
は
、
陸
亀
蒙
の
張
博

へ
の
従
事
が
彼
の
生
涯
に
お
け
る
最
初
で
最
後

の
仕
官

で
あ
り
、
そ
の
後

彼
は
郷
里

へ
帰
り
隠
遁
し
た
と
す
る
。

『
全
唐
詩
』

の
作
者
小
伝
に
も

「
蘇

(乾
符
三
年
)、
湖

(威
通
十
三
ー
乾

符
二
年
)
二
郡
の

従
事

に
辟
き
、
松
江
の
甫
里
に
退
隠
す
」
と
あ
る
。
そ
の
後

の
陸
亀
蒙
の
足
取
り
を
辿

っ
て
み
る
に
、
乾
符
四
年
か
ら
五
年
の
間
に
彼

陸

亀
蒙

の
隠

居

に

つ
い

て

(
胡

)
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は

一
回
湖
州
に
行
き
、
湖
州
刺
史
鄭
仁
規
に
拝
謁
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
時
は
幕
府
に
入
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

(
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
校
箋
』
の
具
体
的
な
考
証
を
参
照
さ
れ
た
い
)。

陸
亀
蒙
は
晩
年
に
朝
廷
に
招
聰
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
、

『
新
唐
書
』
本
伝
に
は
、
彼
が
高
士
と
し
て
朝
廷
に
招
聰
さ
れ

た
と

い
う
記
録
が
あ
る
。
し
か
し
、
戦
乱
の
さ
な
か
や
あ
る
い
は
病
気
中
で
あ
れ
ば
、
仕
官
す
る
意
志
も
萎
え
て
し
ま
う
た
め
、
結
局

陸
亀
蒙
は
最
後
ま
で
官
吏
に
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
新
唐
書
』
本
伝
は
唐
の
光
化
中
、
章
荘
が
陸
亀
蒙
の
死
後
、
彼
に
官
位

を
与

え
よ
う
と
朝
廷
に
上
書
し
た
た
め
、
右
補
閾
と
い
う
称
号
が
授
け
ら
れ
た
こ
と
を
述

べ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
諸
書
に
記
録
が

あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、

『容
斎
三
筆
』
の
記
述
が

一
番
詳
し
く
、
そ
の
巻
五
に
は

「唐

の
召
宗
の
光
化

三
年
十
二
月
、
左
補
闘
章
荘
奏

す
、

詞
人
才
子
時
に
遺
賢
有
り
、

一
命
を
聖
明
に
沽
さ
ず
、
千
年
の
恨
骨
を
作
る
没
し
。
臣
の
知
る
所
に
拠
ら
ば
、

則
ち
李
賀
、
皇
甫

松
、
李
群
玉
、
陸
亀
蒙
、
趙
光
遠
、
温
庭
笏
、
劉
得
仁
、
陸
達
、
傅
錫
、
平
曾
、
費
島
、
劉
稚
珪
、
羅
鄭
、
方
干
有

り
て
倶
に
顕
遇
無

き
も
、
皆
奇
才
有
り
。
麗
句
清
詞
、
詞
人
の
口
に
在
り
て
は
冤
を
街
み
、
恨
を
抱
き
、
尭
に
冥
路
の
塵
と
為

る
。
伏

し
て
進
士
の
及
第

を
追

賜
さ
れ
ん
こ
と
を
望
み
、
各
々
補
闘
拾
遺
を
贈
ら
る
。
軟
し
て
荘
に
奨
し
て
、
中
書
門
下
を
し
て
詳
酌
処
分
せ
し
む
」
と
あ
る
。

そ
の
文
章

に
よ

っ
て
、
彼
は
確
か
に
生
涯
官
職
と
無
縁
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
と
え
陸
亀
蒙
が

一
生
の
う
ち
、
限
ら
れ
た
何

年
間

か
を
幕
僚
と
し
て
す
ご
し
た
と
し
て
も
、
彼
の
仕
事
は
文
筆
を
持
ち
、
日
常

の
事
務
を
処
理
し
、
ま
た
地
方
行
政
の
管
理
に
協
力

す
る

こ
と
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
る
正
式

の
官
吏
の
任
務
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と

に
対
し
て
、
陸
亀

蒙
は

「未
だ
嘗
て
有
司
に
対
問
を
干
め
ず
品
第
希
な
り
」
(
『復
友
生
論
詩
書
』
)
と
言

っ
て
い
る
。
従

っ
て
そ
の
文
集
に
収
め
ら
れ
た

作
品

の
う
ち
、
政
治
的
な
色
彩
の
濃
厚
な
も
の
に
は
、
あ
ま
り
み
る
べ
き
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
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五

陸
亀
蒙

の

一
生
は
そ
の
経
歴
か
ら
主
に
三
つ
の
時
期
に
わ
け
ら
れ
る

=

第

一
の
時
期

=
二
十
歳
(宣
宗
太
中
十
三
年
頃
、

八
五
九
年
)
か
ら
三
十

一
歳
頃

(僖
宗
威
通
十

一
年
頃
、
八
七
〇
年
)
ま
で
の
十

一

年
間
。
こ
の
時
期
に
彼
は
科
挙
受
験
に
参
加
し
て
、
官
吏
に
な
る
べ
く
苦
労
し
て
い
た
た
め
、
家
郷
に
い
る
時
間
は
少
な
か

つ
た
と
思



わ
れ
る
。

第

二
の
時
期

=
三
十

二
歳
か
ら
三
十
九
歳
頃

(僖
宗
乾
符
五
年
頃
、

八
七
八
年
)
に
か
け
て
。

こ
の
頃
彼
は
半
ば
隠
居
生
活
を
送
り

な
が
ら
家
郷
に
住
ん
だ
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
官
吏
に
な

っ
て
官
界
に
入
る
と
い
う
志
向
を
も
依
然
と
し
て
抱

い
て
い
た
た
め
、

長
官

に
拝
謁
し
た
り
も
し
て
い
た
。

第

三
の
時
期

=
四
十
歳
頃
か
ら
四
十
三
歳
頃

(僖
宗
中
和

二
年
頃
、
八
八
二
年
)
の
逝
去
ま

で
。

こ
の
時
期
は

一
番
短
く
、
た
だ
わ

ず
か

二
、
三
年
の
間
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
陸
亀
蒙
は
官
吏
に
な
る
意
欲
を
完
全
に
な
く
し
て
お
り
、
震
澤
の
別
荘

で
隠
居

の
生
活
を

送
り
、
亡
く
な
る
ま
で
ず

っ
と
蘇
州
を
離
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

現
存
す
る
作
品
か
ら
判
断
す
る
と
、
陸
亀
蒙
が
隠
逸
生
活
を
最
初
に
欲
し
た
の
は
威
通
十

一
年
の
夏
頃
で
あ
る
。

そ
の
時
、
皮
日
休

は
長

雨
が
止
む
よ
う
に
祈
る

「
日
こ
い
」
の
祭
り
を
主
宰
し
た
後
、
陸
亀
蒙
を
誘

っ
て

一
緒
に
太
湖
に
遊
び
に
行

っ
た
。
太
湖

で
皮
日

休
が
作

っ
た
湖
を
題
材
と
す
る
二
十
首
の
詩
に
唱
和
し
て
、
陸
亀
蒙
も
詩
を
作

っ
た
.
太
湖

の
素
晴
ら
し
い
風
景
を
鑑
賞
し
て
い
る
う

ち
に
、
陸
亀
蒙
の
心
中

に
は
隠
遁

の
考
え
が
萌
し
て
き
て
、
そ
の
詩

の
十
五
番
目
の

『
錆
夏
湾
』

に
は

「我
真
に
魚
鳥
の
家
、
室
を
尽

く
し

て
扁
舟
を
営
む
。
名
を
遺
し
復
た
世
を
避
け
、
錆
夏
し
還
た
錆
夏
す
」
と
詠
い
、
十
九
番
目
の

『
崎
里
』

に
は

「余
知
る
隠
地
の

術
、

以
て
真
仙
に
斉
し
く
す
べ
し
。
終
に
こ
れ
に
従

つ
て
遊
ぶ
に
当
り
、
庶
は
く
は
復
た
天
に
全
う
せ
ん
こ
と
を
」
と
詠
ん
だ
の
で
あ

る
。

思
う
に
、
そ
の
時
か
ら
彼

の
願
望
は
二
つ
の
矛
盾
す
る
方
向

へ
と
進
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
即
ち
彼
は

一
方

で
は
、

「
仕
官
し

て
大
き
な
業
績
を
上
げ
た
い
」
と
思
う
も
の
の
、
も
う

一
方

で
は

「
世
俗
に
束
縛
さ
れ
ず
隠
遁
し
て
自
由
な
生
活
を
追
求
し
た
い
」
と

の
思

い
に
駆
り
た
て
ら
れ
て
い

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

陸
亀
蒙
は
文
学
史
上
、

一
生
官
吏
と
は
な
ら
ず
、
隠
士
と
し
て
過
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
有
名
で
あ
る
が
、
彼
の
生

涯
を
ふ
り
か
え

っ

て
み
る
と
、
自
分

の
意
志
で
隠
遁
し
た
時
期
は
む
し
ろ
ご
く
短
か

っ
た
と
言
え
る
。
彼
は
当
初
、
隠
士
に
な
る
の
を
願

っ
て
い
な
か

っ

た
と

い
う
の
に
、
運
悪
く
志
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
的
に
は

一
生
隠
居
す
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
だ

け
で
あ
る
。

彼
は
た
だ
官
職
を
求
め
た
の
み
な
ら
ず
自
分
の
政
治
的
才
能
に
対
し
て
も
十
分
に
自
信
を
持

っ
て
い
た
よ
う
だ
。

『村
夜
』
二
首

の

二
に

平
生
受
仁
義
,
所
疾
唯
狙
詐
。
上
誦
周
孔
書
,
沈
浜
至
酪
籍
,
豊
無
至
君
術
,
尭
舜
不
上
下
。
豊
無
活
国
術
,
頗
牧
斉
教
化
。

陸

亀
蒙

の
隠

居

に

つ

い
て

(
胡

)
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鮫
龍
忍
干
死
,
雲
雨
終
不
借
。
変
腎
束
如
囚
,
徒
労
誇
善
射
。
才
能
謂
箕
斗
,
辮
可
移
嵩
華
。
若
與
虻
輩
量
,
飢
寒
殆
相
亜
。

長
吟
僑
清
麸
,
孤
憤
生
遙
夜
。
自
古
有
遺
賢
,
吾
容
偏
称
謝
。

平
生
仁
義
を
受
け
、
疾
む
所
は
唯
だ
狙
詐

の
み
。
上
は
周
孔
の
書
を
誦
し
、
沈
漠
し
て
酎
籍
に
至
る
。
山豆
に
君

の
術
に
至
る
こ
と

無
く
ん
ば
、
舜
も
上
下
な
ら
ず
。
山豆
に
国
を
活
か
す
の
術
無
く
ん
ば
、
頗
る
牧
し
て
教
化
を
斉
し
く
せ
ん
。
鮫
龍

の
干
死
す
る
に

任
せ
、
雲
雨
終
に
借
り
ず
。
変
腎
束
ね
ら
れ
し
囚
の
如
く
、
徒
労
し
て
善
射
を
誇
る
。
才
能
は
箕
斗
を
謂
め
、
弁
は
嵩
華
を
移
す

べ
し
。
若
し
虻
輩
と
量
れ
ば
、
飢
寒
す
る
こ
と
殆
ん
ど
相
亜
が
ん
。
長
吟
し
て
清
麸
に
僑
り
、
孤
憤
遙
夜
に
生
ず
。
古
よ
り
遺
賢

有
り
、
吾
が
容
偏

へ
に
称
謝
す
。

と
歌

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
わ
か
る
。
陸
亀
蒙
は
尭
舜
と
比
べ
ら
れ
る
ほ
ど
自
分
に
は
才
能
が
あ
る
と
自
負

し
て
い
る
。
そ
の

才
能

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
廷
の
外
に
放
り
出
さ
れ
た
運
命
を
嘆
き
、
そ
の
悲
し
み
と
憤
り
を
作
品
中
に
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
晩
唐
期
に
お
い
て
、
進
士
に
登
第

で
き
な
け
れ
ば
、
官
界
に
入
る
可
能
性
は
殆
ど
な
い
。
陸
亀
蒙

に
し

て
も
盛
唐
時
代
の

文
人
達
と
同
様
に
、
進
士
に
な
ら
な
け
れ
ば
朝
廷
に
入

つ
て
丞
相
に
な
る
可
能
性
は
な
か

っ
た
。
陸
亀
蒙
は

「
世
は
既
に
文
章
を
、賎
し

む
、

帰
り
来
り
て
躬
耕
を
事
と
す
」
と
い
う
嘆
き
を
詩
に
綴

つ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
隠
居
す
る
に
至

つ
た
外
的
要
因

(社
会
的
現

実
)
を
表
わ
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
外
的
な
要
素
以
外
に
、
も
う

一
つ
彼
が
隠
遁
を
願

つ
た
理
由
と
し
て
、
陸
亀
蒙
の
性
格
的

(内
的
)
要
因
が
あ
げ
ら
れ
る
。

陸
亀
蒙
は

一
生
世
俗
を
蔑
視
し
て
受
け
入
れ
な
か

っ
た
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
分
の
心
を
満
足
さ
せ
、
世
俗
に
束
縛
さ
れ
る

こ
と

の
な
い
自
由
な
生
き
方
を
追
求
し
た
の
で
あ
る
。

『
新
唐
書
』

の
本
伝
に
は
彼
が

「少
高
放
」

で
あ

っ
た
と
述

べ
、

『甫
里
先
生

伝
』
は
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
、

性
不
喜
與
俗
人
交
,
錐
詣
門
不
得
見
也
。
不
置
車
馬
,
不
務
弔
慶
。
内
外
姻
党
,
伏
蝋
喪
祭
,
未
嘗
及
時
往
。
…
…
先
生
性
猜

急
,
遇
事
発
作
,
轍

不
含
忍
,
尋
復
悔
之
,
屡
改
不
能
　
。

性
は
俗
人
と
交
わ
る
を
喜
ば
ず
、
門
に
詣
る
と
難
も
見
る
を
得
ざ
る
な
り
。
車
馬
を
置
か
ず
、
慶
弔
に
務
め
ず
、
内
外
の
姻
党
、

伏
蝋
、
喪
祭
に
も
、
未
だ
嘗
て
時
に
及
ぶ
も
往
か
ず
。
…
…
先
生
の
性
猜
急
に
し
て
、
事
に
遇
い
て
発
作
し
、
轍
ち
忍
ぶ
を
含
ま

ず
、
尋

い
で
復
た

こ
れ
を
海
い
、
屡

々
改
む
る
も
能
は
ざ
る
な
り
。
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こ
の
よ
う
に
彼
は
狙
介
か

つ
豪
胆
な
性
情
を
も

っ
て
い
た
た
め
、
官
途
上
の
騙
し
合
い
や
、
他
人
と
の
軋
礫

の
た
め

に
悔
し
い
思
い
を

す
る

こ
と
に
は
耐
え
難
か

つ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
自
分
の
隠
居
と
農
作
を
他
人
か
ら
嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て

一
顧
だ
に
せ
ず
、
瓢

々

と
し

て
い
た
と
い
う
。

「
諸
侯

の
邑
里
を
分

つ
を
共
に
せ
ず
,
天
子
の
陛
陣
を
専
ら
に
す
る
に
與
か
ら
ず
」
(
『
江
湖
散
人
歌
』
)
と

い

う
語

か
ら
は
、
更
に
狂
放
な
隠
士

の
姿
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
陸
亀
蒙
は
そ
こ
で

「
江
湖
散
人
」
と
自
称
し
た

の
で
あ
ろ
う

(
こ

の

「
散
」
と
い
う
語

の
意
味
は
彼
が

『
江
湖
散
人
歌
』
に
お

い
て

「散
誕

の
人
、
心
散
、
意
散
、
形
散
、
神
散
」
と
述
べ
る
こ
と
か
ら

「禮

楽
に
拘
わ
れ
な

い
」
と
解
釈
で
き
る
)。

『
新
唐
書
』

の
本
伝

に
は

「
時
に
江
湖
散
人
、
或
は
天
随
子
、
甫
里
先
生
と
号
す
、
自

ら
渚
翁
、
漁
父
、
江
上
丈
人
に
比
す
」
と
い
う
、
自
分
を
歴
史
上
有
名
な
隠
士
に
例
え
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
中

の

「
天
随
子
」
と
言
う
こ
と
ば
か
ら
は
、
老
荘
思
想
的
色
彩
が
明
ら
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
老
荘
思
想
は

一
般
の
人
間

の
生
き
方
と
は
異

な
り
、
伝
統
的
な
礼
儀
や
道
徳
に
拘
束
さ
れ
ず
、
天
と
自
然
に
従

っ
て
生
き
る
こ
と
を
最
高
の
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
官
僚
制

度
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
個
性
を
自
由
に
解
放
す
る
た
め
に
陸
亀
蒙
が
隠
居
し
た
こ
と
が
、
こ
の

「
天
随
子
」
と

い
う
自
称
か
ら
も

読
み
と
れ
る
。

し
か
し
自
由
な
隠
士
と
し
て
の
面
を
も

つ

一
方
で
、
彼
は
世
の
な
か
に
不
平
不
満
を
抱
き
、
現
実

の
弊
政
を
取
り
除
く
こ
と
を
自
分

の
任

務
と
考
え
、
社
会
中
に
存
在
す
る
諸
悪
を
批
判
す
る
作
品
を
数
多
く
創
作
し
て
い
る
。
陸
亀
蒙
は
創
作
す
る
際

、
調
諭
を
ど

の
よ

う
に
実
践
す
る
か
に
主
眼
を
お
き
、
そ
の
結
果
、
創
作
表
現
の
内
容
は
伝
統
的
な
儒
家

の
道
に
し
た
が
う
べ
き
で
あ
る
と
強
調
し
た
。

『
復
友
生
論
詩
書
』
に
は
次

の
よ
う
に
言
う
、

「僕
少
く
し
て
文
章
を
攻
め
ず
、
止
だ
聖
人
の
書
を
読
み
、
其
の
言
を
誦
し
、
其

の
道

を
思

ふ
の
み
な
れ
ど
も
、

い
ま
だ
得
ざ
る
な
り
。
毎
に
意
味
を
酒
咀
し
、
…
…
我
は
小
よ
り
掲
り
六
経
、
孟
輌
、
揚
雄
の
書
に
、
頗
る

熟
せ
し
こ
と
有
り
、
文
の
旨
趣
と
規
矩
を
求
め
て
、

こ
れ
よ
り
出
ず
る
な
し
」
と
。

『
甫
里
先
生
伝
』

に
も

「先
生

の
性
野
に
し
て
轟

検
無
く
、
好
ん
で
古
の
聖
人
の
書
を
読
み
、
六
籍
を
探
り
、
大
義
を
識
る
。
就
中
春
秋
を
楽
し
み
、
微
旨
を
挟
摘
す
。
文
中
子
仲
掩

の

為
す
所
の
書
を
見
て
云
は
く
、
三
伝
作
り
て
春
秋
散
じ
、
深
く
以
て
然
り
と
為
す
と
」
と
述
べ
て
い
る
。
陸
亀
蒙
は
王
通
を
常
に
手
本

と
し

て
、
王
通
が
儒
家
思
想
を
復
興
し
よ
う
と
し
た
の
と
同
様
に
古
文
運
動
に
取
り
組
み
、
古
文
を
書
く
こ
と
を
提
唱
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
儒
家
の
創
作
原
則
を
ま
も
り
、
儒
家

の
道
で
も

っ
て
現
実
に
影
響
を
与
え
、
儒
家

の
政
治
と
社
会

の
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
た

の
で
あ

つ
た
。
彼
は
詩
文
の
創
作
に
お
い
て
も
、
調
諭
を
旨
と
し
て
、
現
実
を
積
極
的
に
表
現
し
、
社
会
に
存
在
す
る
様

々
な
矛
盾
を

陸
亀

蒙

の
隠
居

に

つ
い
て

(胡

)
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指
摘

し
よ
う
と
し
た
。
例
え
ば
、
彼
の

『
苔
賦
序
』

に
は

江
文
通
嘗
著

『青
苔
賦
』
、
置
苔
之
状
則
有
之
、
勧
之
道
則
未
聞
也
。
如
此
則
化
下
調
上
之
旨
廃
、
因
復
為
之

以
嗣
其
声
。

江
文
通
嘗
て

『青
苔
賦
』
を
著
わ
し
、
苔
の
状
を
置
け
ば
則
ち
こ
れ
有
り
、
勧
の
道
は
則
ち
未
だ
聞
か
ざ
る
な

り
。
此
く
の
如
け

れ
ば
則
ち
下
を
化
し
上
を
調
す
る
の
旨
廃
す
、
因
り
て
復
し
て
こ
れ
を
為
り
て
以
て
其

の
声
を
嗣
ぐ
。

と
言

っ
て
い
る
。
彼
は

『
蚕
賦
序
』
に
も

「詩
人
碩
鼠
の
刺
、

こ
こ
に
有
り
」
と
述
べ
、
そ
の
創
作
の
主
旨
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

長
年
に
わ
た
る
隠
居
生
活
を
通
じ
て
、
陸
亀
蒙
は
農
村
の
生
活
実
態
を
よ
り
深
く
理
解
し
、
そ
の
体
験
は
彼
の
農
民
に
対
す
る
同
情

を
深

め
さ
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
彼
は
農
民
の
生
活

の
貧
し
さ
や
苦
し
さ
を
述
べ
、
為
政
者
に
対
し
て
農
村

の
生
活
条
件
を
改
善
す
る

よ
う
積
極
的
に
要
求
す
る
作
品
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。

『春
寒
賦
』
に
お
い
て
は
、
宋
玉
が
楚

の
嚢
王
に
対
し
て

「自
分

の
享
楽
の

た
め

に
百
姓
が
苦
し
む
の
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
」
と
諌
め
た
故
事
を
借
り
て
、
当
時
の
現
実
を
調
諭
し
た
。
ま
た

『
記
稲
鼠
』

に
お
い

て
は
、
旱
魑
、
洪
水

で
農
民
に
は
収
穫
が
な
い
の
に
、
官
吏
は
税
収
を
減
免
す
る
ど
こ
ろ
か
、
無
理
に
税
を
徴
収
し
、
時
に
は
き
び
し

い
処
刑
ま

で
加
え
た
り
し
て
、
農
民
達
が
苛
酷
な
待
遇
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
現
実
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か

『
蟹
志
』
、

『
禽
暴
』
、

『
来
紹
経
』
等
の
よ
う
な
作
品
は
す
べ
て
厳
し
い
農
村
生
活
を
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
時
政
を
強
く
批
判
し
、
儒
家

の
農
事
を
重
視
し

民
を
本
と
す
る
原
則
を
回
復
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
テ
:
マ
は
普
遍
的
に
陸
亀
蒙
の
作
品
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。

も
う

一
方
で
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
と
お
り
陸
亀
蒙
は
自
分

の
趣
味
や
娯
楽
を
隠
逸
生
活
の
中
心
と
し
て
い
る
。
彼
は

『甫
里
先

生
伝
』
の
中
で
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
詳
し
く
述

べ
る
。

先
生
平
居
以
文
章
自
恰
,
錐
幽
憂
疾
病
中
,
落
然
無
旬
日
生
計
,
未
嘗
然
暫
綴
。
点
竃
塗
抹
者
,
紙
札
相
圧
,

投
於
筐
箱
中
,
歴

年
不
能
浄
写

一
本
。
或
好
事
者
取
去
,
後
於
他
人
家
見
,
亦
不
復
謂
己
作
　
。
…
…
好
潔
,
幾
格
、
窓
戸
、
硯
席
、
前
刀然
無
塵
埃
。

得

一
書
詳
熟
,
然
後
至
於
方
冊
,
値
本
即
校
,

不
以
再
三
為
限
。
朱
黄
而
毫
,
未
嘗

一
日
去
手
。
所
蔵
錐
少
,

威
精
実
正
定
相
傳
。

借
人
書
,
有
編
簡
断
壊
者
輯
之
,
文
字
謬
誤
者
刊
之
,
楽
聞
人
為
学
,
講
評
通
論
不
倦
。
有
無
頼
者
,
殿
折
揉
汗
,
或
蔵
之

不

返
,
先
生
戚
然
自
轡
。

先
生
平
居
文
章
を
以
て
自
ら
恰
し
む
、
幽
憂
の
疾
病
中
と
錐
も
、
落
然
と
し
て
旬
日
生
計
な
け
れ
ば
、
未
だ
嘗

て
暫
ら
く
も
綴
め
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ず
。
点
竃
塗
抹
す
る
者
は
、
紙
札
相
圧
し
、
筐
箱
中
に
投
じ

て
、
年
を
歴
る
も

一
本
も
浄
爲
す
る
能
は
ず
。
或
は
好
事
者
取
り
去

り
て
、
後
他
人
の
家
に
於
て
見
る
も
、
ま
た
己
の
作
り
し
と
は
謂
は
ず
。
潔
を
好
ん
で
、
幾
格
、
窓
戸
、
硯
席

、
前
刀然
と
し
て
塵

埃
な
し
。

一
書
を
得

て
詳
熟
し
、
然
る
後
方
冊
に
至
る
、
本
に
値

ひ
て
は
即
ち
校
し
、
以
て
再
三
を
限
と
為
さ
ず
。
朱
黄
に
し
て

毫
、
未
だ
嘗
て

一
日
も
手
を
去
ら
ず
。
蔵
す
る
所
少
し
と
錐
も
、
威
な
精
実
に
正
定
し
て
相
ひ
伝
ふ
。
人
の
書
を
借
り
て
、
編
簡

の
断
壊
す
る
者
有
ら
ば

こ
れ
を
輯
む
、
文
字
謬
誤
す
る
者
は
こ
れ
を
刊
る
。
楽
し
み
て
人
の
学
を
為
す
を
聞
き
、
講
評
通
論
し
て

倦
ま
ず
。

無
頼
な
る
者
有
ら
ば
、
殿
折
揉
汗
す
、
或
い
は

こ
れ
を
蔵
し
て
返
さ
ざ
れ
ば
、
先
生
戚
然
と
し
て
自
ら
轡
む
。

と
。

こ
の
書
物

へ
の
嗜
好
は
他
の
文
人
と
陸
亀
蒙
の
唱
和
詩
中
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
に
は
喫
茶
の
嗜
好
も

あ

っ
た
。

先
生
嗜
茶
葬
,
置
園
於
顧
渚
山
下
,
歳
入
茶
祖
十
許
薄
,
為
晒
儀
之
実
,
自
為
品
第
書
第

一
篇
。
継

『
茶
経
』

『茶
訣
』
之
後
,

南
陽
張
又
新
嘗
為

『
水
説
』,
凡
七
等
。
其

二
日
恵
山
寺
石
泉
。
其
三
日
,
虎
丘
寺
石
井
。
其
六
日
,
呉
松
江
。
是
三
水
距
先
生

遠
不
過
百
里
,
高
僧
逸
人
時
致
之
,
以
助
其
好
。

先
生
茶
舜
を
嗜
み
、
園
を
顧
渚
山
の
下
に
置
き
、
歳
入
の
茶
祖
十
ば
か
り
薄
に
し
、
甑
礒
の
実
を
為
し
、
自
ら
品
第
の
書
第

一
篇

を
為
す
。

『茶
経
』
『
茶
訣
』

の
後
を
継
ぎ
て
、
南
陽
の
張
又
新
嘗

て

『
水
説
』
を
為
る
に
、
凡
七
等
あ
り
。
其
の
二
を
恵
山
寺

の
石
泉
と
日
ひ
、
其

の
三
を
虎
丘
寺
の
石
井
と
日
ひ
、
其
の
六
を
呉
松
江
と
日
ふ
。
是
の
三
水
先
生
を
距

つ
る

こ
と
遠
き
も
百
里

を
過
ぎ
ず
、
高
僧
逸
人
時
に
こ
れ
を
致
し
、
以
て
其
の
好
み
を
助
く
。

右
の
よ
う
に
、
陸
亀
蒙
は
茶
を
飲
み
、
茶
を
研
究
す
る
こ
と
に
対
し
て
意
欲
旺
盛

で
あ

っ
た
た
め
、

一
連
の

『茶
具
詩
』
と
い
う
詩
を

作

っ
て
、
茶
具
の
種
類
、
お
茶
の
飲
み
方
な
ど
を
詳
し
く
述
べ
た
り
も
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
陸
亀
蒙
に
は
釣
り
の
趣
味
も
あ

っ
た
。

『
甫
里
先
生
伝
』

に
は

「時
に
小
舟
に
乗
り
、
蓬
席
を
設
け
て
、

一
束
の
書
、
茶

竈
、
筆
床
、
釣
具
を
賛
ち
、
船
郎
の
擢
ぐ
の
み
。
」
と
い
う
詩
句
が
見
え
、
ま
た

『
漁
具
詩
序
』

に
は

「
天
随
子
、
海
山
の
顔
に
献
じ

て
年
有
り
。
矢
漁

の
具
、
そ
の
き
趣
を
窮
極
せ
ざ
る
な
し
。」
と
言
う
。
以
上
か
ら
判
る
通
り
、
彼
は
古
代
の
隠
逸
文
人
の
楽
し
み
と

し
て
個
別
に
存
在
し
て
い
た

「
本
を
読
む
、
文
章
を
書
く
、
お
茶
を
飲
む
、
舟
に
乗

っ
て
釣
り
を
す
る
、
酒
を
飲
む
、
薪
を
刈
る
、
耕

作
す
る
、
友
達
と

つ
き
あ
う
、
僧
人
と
交
遊
し
て
、
山
水
の
間
を
の
ん
び
り
ま
ま
に
ぶ
ら
く
」
な
ど
と
い
っ
た
各
種

の
趣
味
的
行
為
を

陸
亀
蒙
の
隠
居
に
つ
い
て

(胡
)
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パ
タ
ー
ン
化
し
て
、
自
分
の
隠
居
生
活
の
中
に
意
識
的
に
集
約
し

つ
つ
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
注
目
に
値
す

る
行

動
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
昔
か
ら
隠
居
文
人
は
数
多
く
い
る
が
、
陸
亀
蒙
の
世
代
、
す
な
わ
ち
晩
唐
以
前
に
は
上
記
の
隠
士

の
楽
し
み
を
ひ
と
ま

と
め
に
し
て
独
自

の
隠
逸
生
活
を
形
成
し
た
者
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
晩
唐
に
到
る
や
、
そ
の
よ
う

な
生
き
方
を
す
る
者
が
多
く
出
現
し
た
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
晩
唐
に
到
る
と
、
文
人
の
中
か
ら
も
隠

居
す
る
者
が
輩
出

し

て
そ
れ
が

一
つ
の
社
会
現
象
と
な
り
、
山
水
の
間
に
住
む
隠
遁
の
暮
ら
し
が
次
第
に
文
人
達

の
間

で
普
通
の
こ
と

と
な

つ
た
た
め
、

隠
士

の
暮
ら
し
も
多
趣
味
の
傾
向

へ
と
変
わ

つ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
陸
亀
蒙
が
隠
居
を
選
択
し
た

こ
と
も
そ
の
明
ら
か
な
表
れ

で

あ
る
と
見
て
と
れ
る
。
彼
は
個
人
の
利
益
を
中
心
と
し
て
、
社
会
に
対
し
て
責
任
を
取
ろ
う
と
は
せ
ず
、
自
分
自
身

の
楽
し
み
と
快
適

さ
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
は

「
気
分
に
合
う
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
が
人
生
の
価
値
基
準
と
な
る
、
新
時
代

の
隠
士
の
考

え
方

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

陸
亀
蒙
は

一
生

の
間
、
滅
亡

へ
と
向
う
唐
王
朝
を
救
う
た
め
に
役
立
ち
た
い
と
願
い
、
家
郷
で
隠
居
し
て
い
る
時

で
さ
え
、
伝
統
的
、

積
極
的
な
文
人
精
神
を
決
し
て
捨
て
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
隠
士
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
彼
の
本
心

で
は
な
く
、
自
分

を
隠
士
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
わ
が
運
命
を
嘆
い
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の

一
方
で
、
彼
は
自
分
の
隠
遁
暮

ら
し
に
個
人
的
な

好
み
と
淡
泊
な
情
趣
を
持
ち
込
み
、
文
人
の
新
し
い
隠
逸
生
活
を
形
成
し
て
、
自
分

の
作
品
中
に
そ
の
隠
逸
の
風
趣

を
強
く
反
映
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

一
般
に
晩
唐
時
代
の
文
人
の
生
活
と
そ
の
作
品
は
強

い
仕
官

へ
の
熱
意
に
盗
れ
て
い
る
が
、

一
方
、
そ
の
後
の
宋

代
の
文
人
の
生
活

と
創
作
傾
向
は
閑
適

か
つ
安
逸
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
唐
代
と
宋
代
の
文
人
達
に
お
け
る
生
活
と
創
作

の
特
微
が
、
そ

の
よ
う
に
明
ら
か
に
変
化
を
と
げ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
晩
唐
と
い
う
過
渡
期
を
生
き
た
陸
亀
蒙

の
人
生
と
作
品
は
そ

の
変
化
そ
の
も
の

を
明
ら
か
に
体
現
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
0
ま
さ
に
両
時
代
の
交
錯
点
に
生
活
し
て
い
た
陸
亀
蒙
と
い
う
文
人

ー

彼

の

人
と
作
品
に
つ
い
て
は
今
後
、
更
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
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注
釈

近

年
発

表
さ

れ

た

日
中

両

国

の
論

文
中

に
、

陸
亀

蒙

の
隠
居

に
関

す

る
研
究

は
見

あ
た

ら
な

い
。

中

華
書

局

一
九

九
〇
年

出
版

。

陸
亀
蒙

の
文

章

は

『
全

唐
文

』
巻

八
百

一
所

収
。

『
旧
唐

書
』

巻

百
七
十

七
参

照
。

原
文

は

「
自

遣
詩

者
,

震
澤

別

業
之
所

作
也

。
故

疾
未

平
,

厭
厭

田
舎

中
。

農
夫

日
以

来
紹
事

相
賭

,
毎

至
夜

分

不
睡
,

則

百
端
興

懐
撹

人
思
,

益
紛

乱

無
緒
。
」

陸
亀
蒙

の
詩

は

『
全
唐

詩
』

巻

六
百
十

七
ー

六
百

三
十

所
収

。
侯

景

の
反
乱

に
関

す

る
記
事

は

『
梁

書
』

巻

五
十

六
参
照

。

皮

日
休
は
終

生
官

吏

と
し

て
朝
廷

に
仕

え

た
。

し
か

し
、
彼

の
作

品

の
根
底

に

は
官
職

を
辞

し
隠
遁

へ
向

か
お

う
と

す

る
希
望

が
常

に
流

れ

て

い
る
。

威

通
十
年

に
蘇

州

に
赴

い

て
、

崔
瑛

の
も
と

で
仕
事

を

し
、
同

年

に
陸
亀
蒙

と
交

遊
関

係

を
結

ん

で
以
来
、

三
年

間
親

交

が

つ
づ

い
た
。

陸
亀
蒙

と
皮

日
休

の
詠
酒

、
詠
茶

、
詠

樵
薪
、

詠
漁

具
な

ど

の
唱
和
詩

の
う
ち
、

詠
酒

と
詠
茶

の
詩

は
皮

日
休

が
ま
ず
作

り
、

陸
亀
蒙

は

そ
れ

に
和

し
た

も

の

で
あ

る
。

「
五
年
重

到
旧

山
村
」

説

に

つ

い
て
は
、

『
全
唐

詩
』

と

『
全
唐

詩
稿

本
』

が

「
別
」

字

に
注
し

て

「
一
作

到
」

と
言

う

の
み

で
あ

り
、

本
文

に

「
到
」

字
を

用

い
た
版

本
は
未

見

で
あ

る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
諸

先
生

方

の
御
教

示
を
待

ち

た

い
。

唐
、

陸
広

微

の

『
呉

地
記
』

参

照
。

清
、

王
馨

著
、

『
甫

里
集
』

巻

二
十

参
照

。

原
文

は

「
陸
魯

望
宅

在
臨

頓
橋

。
皮

日
休

云

『
不
出

郭
郭
暖

若
郊

駆
』
。

魯

望

『
幽

居

賦
』

云

『
陸

子
居

全
呉

東
距

長
洲

故
苑

一
里
』
,

又

云

『
地

接
虎

丘
,

門
臨

鶴
市

』
。

又
有

別

駆
在

甫

里
,
魯

望
躬

耕

於
此
。

有

地
数

畝
,

有

屋

三
十
盈

,
有

田
奇

四
百
畝

。
其

居
後

為

白
蓮

花
寺

,
建

祠

堂
塑

像
.
」
「
臨

頓
,

旧
為

呉
中

聖
地

。
陸

亀
蒙

居

之
,

不
出

郭
郭
,

臓

若
郊

壁
,

今
城

東

北
有

臨
頓

橋
。
」
巻

十

七
言

「
臨

頓
橋

,

在
長
洲

県

北
。
臨

頓
,

呉
時

館
名

。
取

之
臨

頓
宅
者

,

是
也
。

…

…
唐
陸

魯
望

常
居

其
労
。
」

宋
、

文
朱

長
著

、

『
叢
書

集
成

』

本
参

照
。

陸
亀

蒙

の
隠
居

に

つ
い
て

(胡

)
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原

文
は

「
尋

聞
天

子
詔
,

赫
怒

誹
叛

卒

。
宵

肝
欄

丞
州黎
,

護

明
問
征

伐
。

王
師

錐
継

下
,

賊

塁
未

即
抜
。

此
時

准
海

波
,
半

是

生
人

血
。
」

た

と
え
ば

、

『
登
科

記

考
』
巻

二
十

三
に

は

『
太

平
廣

記
』

を
引

い
て

「
威
通

十

一
年
、

彪
勅

盗

り

て
以

て
徐

州

に
拠
り
、

久

し
く
戎

卒

に
屯
す
、

連

年

の
飛
輔

、
物

力
方

に
虚

な
ら

ん
と

す
。

因
り

て
召

し

て
、

権

に
貢
挙

を
停

む

こ
と

一
年
。

是

の
歳

、
進

士
鷹

尚
卿

遠
き

よ

り
闘

に
至
り
、
詔

を
聞

き

て
回

り
、
乃

ち

『
東

帰
詩
』

を
賦

し

て
日
く
、

『
九
重

の
丹
詔

塵
埃

に
下

る
、
深

帷

の
閏

文
才

を
選

ぶ
を
罷

む
。

桂
樹

放

教
さ

れ
月

の
長

き
を

遮
ぎ

り
、

杏
園
終

に
隔

年
開

く

を
待

つ
。
』
」

と
述

べ
る
。

原

文
は

「
雲

似
無

心
水

似
閑
,

忽

期
名

在
貢
書

間
。

煙
霞

鹿
弁

柳
懸

著
,

隣

里
漁
樵

暫
解

還
。

文
章

病
来

猶
満
筐

,
薬

苗
衰

後

即
離

山
。

広
寒

宮
樹

枝

多
少
,

風

送
高
低

便

可
墓
。
」

宋

、
談

濡
著
。

宋

、
陳

文
亮

、
劉
文

富
著

。

崔

瑛
、

伝
は

不
詳
、

『
唐

詩
記

事
』

巻

六
十

四

に

「
唐
末

に
大

司
馬

を

以

て
蘇

州
刺

史

に
諌
す
」

と

あ
る
。

原

文
は

「
唐

召
宗
光

化

三
年
十

二
月

,
左

補
閾

章
荘

奏
,

詞
人

才
子

時
有
遺

賢
,

不
沽

一
命

聖

明
,
没

作
千

年
恨

骨
。

拠
臣

所
知
,

則
有

李
賀

、
皇

甫
松

、
李

群

玉
、
陸

亀
蒙

、
趙

光
遠

、
温

庭
笏

、
劉

得
仁

、
陸
達

、
傅

錫
、

平
曾

、
頁

島
、

劉
稚

珪
、

羅
鄭

、
方

干
,

倶
無

顕

遇
,

皆
有

奇
才

。
麗

句
清

詞
,

在

詞
人

口
,

街

冤
抱

恨
,

寛
為

冥
路
塵

。

伏
望

追
賜
進

士
及

第
,

各
贈

補
閾

拾
遺

。
敷
奨

荘
,

而

令
中
書

門

下
詳
酌

処
分

。
」

浩

翁
は
東

漢

の
隠
士

で
、

生

平
は

不
詳
。

漁

父
は
戦

国
時

期

の
隠

士
、

『
楚

辞

・
漁

父
』
を

参
照

の
こ
と
。

原

文

は

「
僕

少

不
攻

文
章

,

止
読

聖

人
書
,

誦

其

言
,

思
其

道
,

而

未

得

也
。
毎

酒

咀
意

味
,

…
…

我
自

小

猫

六
経
、

孟

輌
、

揚

雄
之

書
,

頗
有

熟
者

,
求

文

之
旨
趣

規
矩

、
無

出
其

里
。
」

原
文

は

「
先
生

性
野

無
編

検
,

好
読

古
聖

人
書
,

探

六
籍
,

識
大

義
。

就
中

楽
春

秋
,

挟
摘

微
旨
。

見

文
中

子
仲
俺

所
為

書

云
,

三
伝
散

作
春
秋

,

深
以

為
然

。
」

王
通

(
五
八

四
「

六

一
八
)
は

晴
末

唐
初

の
有

名
な
儒

家

思
想
家

、

「
晴
末

大
儒
」

と

よ
ば

れ
、

主
な
著

作

『
中
説
』

は

『
論

語
』

を
模

倣
し

て
作

る
。
唐

代

の
復

古
風

潮

に
大
き

な
影

響
を
与

え

た
。

『
茶

経
』

は
中
唐

の
隠
士

陸
羽

(
『
新
唐

書
』

巻
百

九
十

六
隠

逸
伝

参
照

)

の
著

。

『
茶
訣

』

は
唐
僧
鮫

然

の
著

、
す

で
に
散
逸

し

て
い

「52一



る

。

『
水

説

』

は

唐

、

張

又
新

(
『
唐

才
子

伝
』

に
伝

あ

り
)

の
著
。

原

文
は

「
時

乗
小
舟

,

設
蓬

席
,
賓

一
束
書
、

茶
竈

、
筆

床
、

釣

具
,
擢

船
郎

而

已
。
」
「
天
随

子
献

於
海

山
之
顔

有

年
　
。

矢
魚

之

具
、

莫

不
窮

極
其

趣
。
」

一53「

 

陸
亀
蒙

の
隠

居

に

つ
い
て

(
胡

)


